
7-1 

第７号議案 

 

 

 

   平成２３年度芦屋市下水道事業特別会計補正予算（第１号） 

 

 

 

  平成２３年度芦屋市の下水道事業特別会計補正予算（第１号）は，次に定めるとこ

ろによる。 

 

 （歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ32,526千円を減額し，歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ3,235,474千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳

出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費） 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１３条第１項の規定により翌年

度に繰り越して使用することができる経費は，「第２表繰越明許費」による。 

 （債務負担行為） 

第３条 地方自治法第２１４条の規定により債務を負担する行為をすることができる

事項，期間及び限度額は，「第３表債務負担行為」による。 

 （地方債の補正） 

第４条 地方債の変更は，「第４表地方債補正」による。 

 

 

   平成２４年２月２１日提出 

 

 

 

芦屋市長 山 中  健    
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